
 

 

 

 

 

 

  第 １ ０ ０ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 立 保 育 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



新 宿 区 条 例 第 ２ 号  

 

新 宿 区 立 保 育 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新 宿 区 立 保 育 所 条 例（ 昭 和 3 6 年 新 宿 区 条 例 第 7 号 ）の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 2 中  

「  

指 定 保 育 所  

                   」  

「  

                    に 、「 指 定 保 育 所 以 外 」  

                   」  

を 「 上 記 以 外 」 に 改 め る 。  

 

附  則  

 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 4 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い

て 新 宿 区 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 新 宿 区 立 弁 天 町 保 育 園 の 一 時 保 育 料 を 改 定 す る 必 要 が あ る た め  

 

を  

新 宿 区 立 弁 天 町 保 育 園 及 び 指 定 保 育 所  

 


